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60歳 65歳

給
与

現行の賃金カーブ

定年延長完成時の

賃金カーブ？（今後の重要課題）

60歳 61歳

②【退職手当】
・定年延長後は、給料月額７割水準も、退職手当算定時の基礎と
なる給与額は、これまでの最高到達給で算定する「ピーク時特
例」を適用（この例では60歳の水準で算定）
・調整額も定年延長で減額とならないような措置を講ずる。
・手当支給は定年延長された後の「退職時」となる。
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①【給与水準】
・60歳前の７割の水準（当分の間の措置）
（個々の到達級により異なるのが課題）
・期末・勤勉手当は給与水準と連動する
諸手当（超勤等）も７割水準
・扶養手当・通勤手当・単身赴任手当・住
居手当・寒冷地手当は従前の水準
・原則として昇給しない（勤務成績が特に
良好の場合のみ昇給）
・役職定年制（管理職相当）を導入。61歳
以降の賃金水準は、７割水準に

７割水準




